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２ 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

  令和８年１月２２日 

件   名  環境基本計画の策定に係る環境審議会専門部会の実施について 

所管部課名 環境部環境政策課 

内   容 

環境審議会に専門部会を設置し第四次足立区環境基本計画の策定につい

て検討を行ったため、以下のとおり概要を報告する。 

１ 環境審議会専門部会開催日時・出席委員数 

 ＣＯ２削減目標設定・ 

方策検討専門部会 

意識啓発・行動変容専門部会 

開催日時 
令和７年１１月１０日(月) 

午後２時～４時３０分 

令和７年１１月２８日(金) 

午後１時３０分～３時３０分 

出席 

委員数 

１０名の委員のうち 

９名出席 

９名の委員のうち 

５名出席 

検討内容 

国や東京都が新たに示し

た２０３５、２０４０年度

の目標などを踏まえ区の新

たな目標値や、目標実現に

向けた方策を検討する。 

現行計画の進捗から浮き彫

りになった課題である、環境

意識の醸成、広がりや、特に

若年層の行動変容を促す仕組

みを検討する。 

２ 主な意見等 

（１）ＣＯ２削減目標設定・方策検討専門部会 

【主な意見】 

① ＣＯ２削減見込みを部門別で見ると産業や業務は経済等の影

響による変動性が高いため、取組による効果は家庭部門が最

も出やすいと言える。 

② 国や東京都で施策のメニューが整備されている。区の施策は

地域特性や何に重点を置くか等を考慮しメリハリをつけてい

くべき。 

③ 自宅に内窓を設置し、断熱効果の高さを実感している。 

④ プラスチック分別回収のモデル地域では、汚れがどの程度で

あれば燃やすごみで出すかなど、迷うところがある。 

  ➡ 真剣に取組む方ほどそのような悩みが生まれるかと思

う。全世帯向けのリーフレット等で汚れの程度に合わせ

た対応について案内していく。 

 

 

 



３ 

【確認した方向性】 

① 新たなＣＯ２削減目標（前回の合意事項を再確認） 

 ２０３５年度目標２０１３年度比６１％以上削減 

 ２０４０年度目標２０１３年度比７３％削減 

② 区が注力する家庭部門の削減について、目標年度の削減目安

などをわかりやすく示していく。 

③ 家庭部門のＣＯ２削減効果が高い住宅等の断熱化に関する周

知、支援策を充実させる。ヒートショック対策や電気代を抑

える効果等を併せて発信していく。 

（２）意識啓発・行動変容専門部会 

【主な意見】 

① 外国人へのごみ出しルールに関する指導には、その国籍の人

が集まるコミュニティやリーダーへの働きかけが重要。 

② 区や団体が活動の成果報告を行うような、環境フェアを実施

したらどうか。他区の実施方法についても調査研究すべき。 

  ➡ 足立区は区民まつりを活用した環境フェスティバル以外

にも、自然体験等のイベントを多く実施している。 

③ 環境マイスターの活動にも若者が参画し、活躍できるように

なると良い。 

④ 若者自身が発信者となる仕組みとして、SNS で＃キャンペー

ンなどを行うと良い。 

  ➡ SNS による発信も効果的だが、SNS は事件等につながる

危険性をはらんでいる。長く意識に残る自然体験等の実

体験型の事業も重視していくべき。 

 

【確認した方向性】 

① 環境意識が低い層への発信、誘導に加え、学びや取組の報告

の場としても活用できるイベントを研究していく。 

② 環境マイスターの活用や区内大学、地域との連携により、多

くの区民や子どもを巻き込む仕組みを構築する。 

③ 若者に対しては、SNSを活用した興味を惹く発信と、体験型事

業による行動変容への誘導策をバランス良く展開していく。 

３ 環境審議会次回開催予定 

  令和８年２月９日（月）午後２時から 

４ 今後の方針 

次回開催の環境審議会で、今回いただいた各部会の意見とそれを踏ま

えた施策の方向性を全体共有するとともに、具体的な取組として新たな

環境基本計画に反映させていく。 
 



４ 

産 業 環 境 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年１月２２日 

件   名 ごみ屋敷対策に係る新たな取組(案)について 

所管部課名 環境部生活環境保全課 

内   容 

ごみ屋敷対策支援の開始から１２年が経過し、改めて現場の課題を洗出し

のうえ、解決に向けた新たな取組(案)を策定したため、以下のとおり報告す

る。 

１ 新たな取組（案）について 

令和８年度から区が全額費用負担のうえ、各支援の実施を検討中。 

（１）新規自己保有物の一時移動支援（別紙１を参照） 

ア 自宅にある持ち物（自己保有物）を、試しに一定期間、別の場所へ 

移動する実体験型の支援。支援が必要なごみ屋敷の住人（以下、「要 

支援者」という。）が抱える心理的ハードル（ごみ処分に対する心配 

・不安）を軽減し、処分の決断を後押しする目的。 

イ 具体的な業務フロー（別紙２を参照） 

（２）拡充ごみ処分支援費上限金額の拡充（別紙１を参照） 

  ア ごみ処分支援費の増額(上限５０万円を１００万円へ) 

  イ ごみの一斉処分をより一層重視し、要支援者の生活再建や周辺地域 

の生活環境の改善をタイミング逃さず実行する目的。 

２ 現状の課題について 

 現状の課題 具体例等 

１ 

支援長期化の傾向があり、

同時に近隣住民の生活環境の

悪化も継続していること。 

５年以上の支援：未解決案件の６９％ 

(２５件/３６件：令和６年度実績) 

２ 

要支援者がごみ処分を決断

するまでに多くの支援時間を

要していること。 

約１年から２年の間 

(要支援者がごみ処分を決断するまで

の平均支援期間) 

３ 

「支援の上限金額(５０万

円)の壁」により、残置ごみ

によるごみ屋敷再発の恐れが

あること。 

５件/７件 

ごみを一度に処分しきれない事例 

（取組開始～現在の通算実績) 

３ 今後の方針 

令和８年度当初予算が可決された際には、新たな取組を通じて、支援期

間の短縮や円滑なごみ処分等、ごみ屋敷対策をさらに一歩進め、要支援者

と周辺地域双方の生活環境改善に向けて取組んでいく。 

 



別紙１

１　足立区のごみ屋敷支援　新たな取組（案）

解決案
１ 自己保有物の一時移動支援
（支援長期化や近隣の生活環境の改善）

２ ごみの処分支援費の上限金額拡充

寄り添い支援は

継続しつつ

長期化を減らして
地域全体の生活環境の

改善へ

① 自己保有物の一時移動支援

【効果】
支援者が抱く「ごみ処分」の心理的ハードルが軽減
処分決断までの支援期間を短縮

② ごみ処分支援の上限金額の拡充

【効果】
ごみの一斉処分が可能となり、ごみ処分の支援期間を短縮
物価上昇や人件費の高騰にも対応

新規 拡充

体験を通じて

処分の決断を

後押し/促進

ごみ処分へ

処分に一歩

踏み出す

後押しが

必要

自己保有物の
一時移動支援

上限５０万円

要支援者の処分に
対する

心理的ハードル
（不安・拒絶 etc）

【新規】

実体験型支援

長期化の要因① 長期化の要因②

一度に処分しきれない
支援上限額の壁

全国初

「まずはやってみる」

後押し支援

現在の課題
１ 要支援者支援の長期化
２ 近隣住民の生活環境悪化（阻害）の長期化
３ 現状の支援によるごみの処分の上限金額の限界

指定の場所へ移動

(委託事業者が指定）

【拡充】
支援上限
１００万円

【過去の実績】

７件のうち５件が

上限越え（最高120万円）

支援上限
５０万円
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別紙２

２ 新たな取組（案）「自己保有物の一時移動支援」

① 指定場所へ「もの」

を一時的に移動

移動する「もの」は、

要支援者が決める

② 「自宅がすっきり

する」ことを実際に

体験してもらう

移動・仮置き
要支援者の整理期限
原則 １か月

必要なものは

持って帰ろう

要支援者に支援の
反応を聴取

① 「もの」がなくなり、

気持ちはどうか？

② もう少し「もの」を

減らしてみる気持ち

はないか？

③ これからどうしたい

か？

など

新支援に対する
「同意書」を

要支援者より徴取

要支援者への
アプローチ

① 支援アセスメント

により、支援対象

者決定

② 見込みの高い要

支援者に対し、

新支援の案内を

実施

【効果】１ 心理的ハードルの高い「ごみ処分」への後押し支援。既存の支援により一層つなげることができる。

２ 要支援者の処分決断までの支援期間や近隣住民の生活環境の悪化継続期間を短縮できる。

一時移動した
「もの」の処分

① 一時移動期間

終了後、要支援者

が持ち帰らずに

残った「もの」は、

処分する

（事前の同意事項）

① 支援者は一時移動し

た状態で、１か月間

自宅で生活してもらう

② 要支援者が必要だと

思い直したものは、

職員立ち会いのもと、

原則自力で持ち帰り

可能とするルール

ＳＴＥＰ２

同意書徴取

ＳＴＥＰ３

移動支援開始

ＳＴＥＰ４

移動期間中

の１か月

ＳＴＥＰ５

移動期間

終了

一時的移動から
本格処分へ
支援を推進

ＳＴＥＰ７

更なる処分

推進

あ
ＳＴＥＰ６

効果測定

ＳＴＥＰ１

案内開始

新支援開始
（実体験型支援）
上限５０万円/件
区が費用負担
(業者委託)

① 一時移動支援を機に

さらなる支援を展開

② 屋内の環境改善を

目的とした堆積物

撤去を推進

など

全国初

① 支援者より処分の

「同意書」を書面徴取

自宅から「もの」を移

動すること

一定期間経過後、

処分すること

所有権と管理義務は

要支援者に帰属する
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